
公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 の 授 業 料 等 に 関 す る 規 程 第 ４ 条 第 ９ 号 及 び  

第 １ ０ 号 に 基 づ く 授 業 料 等 減 免 取 扱 要 綱  

 

制  定 平成 17 年 ４ 月 １ 日 

最近改正 令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、「 公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 の 大 学 の 授 業 料 等 に 関 す る

規 程 」（ 平 成 19 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） 第 ４ 条 第 ９ 号 及 び 第 10 号 の 規 定 に 基

づ く 授 業 料 等 の 減 免 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。

た だ し 、外 国 人 留 学 生 給 付 型 奨 学 金（ 授 業 料 減 免 ）に つ い て は 、別 の 定

め に よ る 。  

（ 対 象 者 及 び 減 免 可 能 な 授 業 料 等 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に 基 づ き 減 免 す る こ と が で き る 対 象 者 及 び 授 業 料 等 は 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

(1)  大 学 間 の 交 流 協 定 に 基 づ き 受 け 入 れ る 交 換 留 学 生 の 授 業 料 、 入   

学 金 、 科 目 等 履 修 料 、 研 究 料 。  

(2)  大 学 推 薦 に よ る 国 費 外 国 人 留 学 生 の 授 業 料 、 入 学 検 定 料 、 入 学 金 、 

科 目 等 履 修 料 、 研 究 料 、 学 位 審 査 料 、 施 設 設 備 費  

(3)   大 学 間 の 相 互 交 流 協 定 に 基 づ き 受 け 入 れ る 特 別 研 究 生 の 研 究 料 。  

(4)   前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 学 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 者 の

授 業 料 、 入 学 検 定 料 、 入 学 金 、 科 目 等 履 修 料 、 聴 講 料 、 研 究 料 、 学

位 審 査 料 、 施 設 設 備 費 。  

（ 減 免 額 ）  

第 ３ 条  減 免 額 に つ い て は 、 次 の 通 り と す る 。  

(1)   第 ２ 条 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 さ れ る 授 業 料 等 に つ い て  

は 、 全 額 免 除 と す る 。  

(2)   第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 授 業 料 等 の 減 免 額 に つ い て は 理 事 長 が 個  

別 に 決 定 す る 。  

（ 減 免 の 申 請 ）  

第 ４ 条  授 業 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、授 業 料 等 減 免 申 請 書（ 第 ２

条 第 １ 号 、第 ２ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に あ っ て は 様 式 １ 、第 ４ 号 に あ っ て

は 様 式 ２ ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 減 免 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ５ 条  学 長 は 、減 免 を 許 可 す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 者 を 理 事 長 に 内

申 す る 。  

２  理 事 長 は 、前 項 の 内 申 を 受 け た 者 の 中 か ら 予 算 の 範 囲 内 で 減 免 を 許 可

す る 者 を 決 定 す る 。  

３  理 事 長 は 、 減 免 の 許 可 及 び 不 許 可 （ 様 式 ３ ） に つ い て 申 請 者 に 通 知 す

る 。  



（ 授 業 料 等 の 納 入 期 限 ）  

第 ６ 条  減 免 の 決 定 を 受 け た 者 の 授 業 料 等 の 納 入 期 限 は 、必 要 に 応 じ て 別

に 定 め る 。  

（ 減 免 の 取 消 ）  

第 ７ 条  理 事 長 は 、授 業 料 等 の 減 免 の 決 定 通 知 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(1)  当 該 年 度 の 途 中 に お い て 減 免 の 理 由 を 失 っ た と 理 事 長 が 判 断 し た  

場 合  

(2 )  虚 偽 の 申 請 、 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 許 可 を 受 け た 場 合  

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 20 年 ６ 月 30 日 よ り 施 行 す る 。  

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 


